
災害時の歯科医、救護活に関する協定書

災害時における医療救護活動の万全を期するため、一般社団法人奈良県歯科医師会(以

下「甲」という。)と近畿歯科用品商協同組合奈良県支部(以下「乙」という。)は、次の

とおり協定を締結する。

(総則)

第1条この協定は、一般社団法人奈良県歯科医師会防災計画に基づき、甲が災害時に行

う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。

2前項に規定する災害には、集団的に傷病者が発生する重大な事故(大規模な車両事故、
航空機事故等)を含む。

3乙は組合員及び関係団体等に対し、第1条第1項に定める医療救護活動が円滑に行わ

れるよう、必要な調整を行う。

(歯科用材料及び医薬品の備蓄)

第2条乙は、組合員が平常時より在庫している歯科用材料器材及び医薬品を甲から要請

を受けた場合は要請事項について速やかに措置するとともに、その措置状況を甲に連絡
するものとする。

(救援歯科用物資の管理、配給)

第3条乙は、災害救援物資のうち歯科医療救護に必要とされる物資について、甲の指示

に基づき、供給可能な歯科用材料器材及び医薬品を各組合員の管理している在庫より速

やかに提供するよう努める。

2乙は、甲の配給計画に従い災害救援物資のうち歯科医療救護に必要とされる物資につ

いては指定された場所に可能な限り配給する。

(医療救護活動への協力)

第4条甲は、一般社団法人奈良県歯科医師会防災計画に基づき医療救護活動を実施する

必要があると認める場合には、乙に対し組合員等に歯科用材料器材及び医薬品を提携派
遣することを要請する。

2乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに人材、器材医薬品を、

甲に指定された災害現場等の救護所、救護病院、仮設救護病院、仮設病棟及び避難所等

(以下「医療救護施設等」という。)に配送するよう努める。

3乙は、災害が発生し, 甲と連絡が取れない等の緊急やむを得ない場合には、速やかに

その被害状況について情報収集を行い、その情報により第1条第1項に基づく医療救護



活動尖施におHる補助、協力をま施する必要が認められたときは, 乙のすU断により乙の
公員を、Iあ科ぢ師の駐をする医療救護施設ボヘ器材ほ藥ん\及び&材を派遣する：

4乙は、⑥項の規定により組A貫ゆを派遣した場がこは速やかにFpに報告し、その/A讓
を得る。

(災害救援物資の輸送を)

第5あ乙は, 災害救援物汽のうち歯科医疫救ぼに必要とされる物資について搬送、通仏

の確保及びその他医療救護括勤のH滑な尖施について必要な描置を講ずるよう努める。

2ボ町+、j長および医療救遵施ままの管坪者んは-般社団法人奈1み県歯科医師会災宙対策
本部ネ部長がその供給につ1.1て必要な楷⑤を講ずる。

(扶助金の支給)

第6あ旧は、災宵救助法第8を(救助榮務への協ム命�)の規定により, 救助に聞す

る衆務に従事し、又は協力するぜ力$、これがために色傷し, 疾病にかかり, ズはタピ亡し

た坦合においては、從ぎ救助法祐12あ(扶助金の女給)および旧法施む令第13条(扶

助金の稀目)から第21条(打④扶助金)の定めるところにより扶助おが支給されるよ
う努める,

(夕費サ償)

あ7条¦¦【は、乙が救助に閲づる榮後に従♦し、ズは協力した斤に係るものに要する巧川

は、從を救助は第18条けを川の★弁Iズ-分)&び、同は施行令第11あ(実費弁⑥)に

準じ弁慣する。また「Pは乙の協力により供給された廣科用材料器相及びに医族んL等につ
いてその実数を負担するものとづる。

(協定の適用)

第8条この協定は、▼成2 8年8月1 8日から、効力を有する,

2この協定の有効期問は、瞳定締結の日から起賓して1年問とする。

ただし、この協定の有効期問満でのHの1か月前までに、ポ又は乙から何らの意思ム

ポのないときは、有効期問満バの日の翌F1から起算して1年問この協定は延長され、そ
の後もまた同様とづる。

(疑義の解決)

第9条この除定に定めの無い事道およびこの協定に関して疑義が生じたときは、法令の
定めるところによるほか、モの都度「fj乙協遂してあめる。

上記の協定の成1を証するため1この協定よ2通を化成し、q1乙署名押印のヒ各ドII



述を所待する。
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